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1．申請の概要 
(1) 申請者 

中部電力株式会社 
代表取締役社長 社長執行役員 三田 敏雄（平成２２年６月２５日より水野  明久）

  
(2) 発電所名及び所在地 

浜岡原子力発電所 
静岡県御前崎市佐倉 

 
(3) 原子炉の型式及び熱出力 

1 号、2 号、3 号及び５号炉 
型式 ：濃縮ウラン、軽水減速、軽水冷却、沸騰水型 
熱出力 ：1 号炉 1,593MW（平成 21 年 11 月 18 日廃止措置計画認可） 
 2 号炉 2,436MW（平成 21 年 11 月 18 日廃止措置計画認可） 
 3 号炉  3,293MW 
 5 号炉  3,926MW 

4 号炉 
型式 ：濃縮ウラン燃料、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料、軽水減速、     

軽水冷却、沸騰水型 
熱出力 ：4 号炉  3,293MW 

 
(4) 申請年月日 

平成 21 年 10 月 16 日（平成 22 年 4 月 27 日一部補正） 
 

(5) 変更項目 
 廃棄物減容処理装置建屋（第 1 建屋）に設置している固体廃棄物処理系の固化装置

（1 号、2 号、3 号、4 号及び 5 号炉共用）の固化材のプラスチックからセメントへ

の変更。 
 
2．工期 

着工：平成 23 年 4 月 
竣工：平成 24 年 12 月 

 
3．変更の工事に要する資金の額 

 約 21 億円 
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4．変更の概要 
 濃縮廃液、使用済樹脂（原子炉冷却材浄化系＊1、燃料プール冷却浄化系＊1、復水系及

び液体廃棄物処理系）及びスラッジ（復水系＊2 及び液体廃棄物処理系）を固化するた

めに廃棄物減容処理装置建屋（第 1 建屋）に設置した固化装置（1 号、2 号、3 号、4
号及び 5 号炉共用）の固化材をプラスチックからセメントに変更する。 
 発電所一般配置図を第 1 図に、固化材変更後の固体廃棄物処理系系統概要を第 2 図

～第 6 図に示す。 
 

                                                  
＊1  原子炉冷却材浄化系及び燃料プール冷却浄化系の樹脂をプラスチック固化対象としているのは 3 号、4 号及び 5 号炉。 
＊2  復水系のスラッジをプラスチック固化対象としているのは 4 号及び 5 号炉。 
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第1図 発電所一般配置図 

２号炉 

５号炉 
１号炉 

３号炉 
４号炉 

廃棄物減容処理装置

建屋（第一建屋） 
廃棄物減容処理装置 
建屋（第二建屋） 
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第 2図     固 体 廃 棄 物 処 理 系 系 統 概 要 図                （1 号炉）  

濃  縮  廃  液　系

使 用 済 樹 脂 系

雑固体系

原子炉冷却材浄化系　
　ろ過脱塩装置から

復水ろ過脱塩装置
　　　　　　　から

（可燃性雑固体廃棄物）

 可燃性固体廃棄物
 焼却炉

可燃性雑固体廃棄物
焼却炉

固　化　装　置
（セメント固化式）

固体廃棄物
貯　蔵　庫

固 型 化 処 理
（ﾓﾙﾀﾙ充填）

 *1  1号，2号，3号，4号及び5号炉共用

濃縮廃液貯蔵タンク

（廃液濃縮器から）

クラッドセパレータから

原子炉冷却材浄化系
粉末樹脂貯蔵タンク

燃料プール冷却浄化系
　　ろ過脱塩装置から

復水系逆洗受タンク

  復水系
  粉末樹脂貯蔵槽

復水脱塩装置から
機器ドレン

脱塩装置から
床ドレン

脱塩装置から

機器ドレン
       ろ過装置から
床ドレン
       ろ過装置から

固　化　装　置
(セメント固化式)フィルタ

スラッジ系

*1

*2

*2

*2

燃料プール冷却浄化系
粉末樹脂貯蔵タンク

フィルタスラッジ
貯蔵タンク

使用済制御棒
使用済燃料チャンネル
ボックス等　

燃料プール サイトバンカ

（不燃性雑固体廃棄物） 減　容　機
雑固体廃棄物
保　管　室

*2 *2

*2

雑固体廃棄物
溶融処理装置

*2

使用済樹脂貯蔵タンク

 *2  1号，2号，3号，4号及び5号炉共用，既設
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第 3図     固 体 廃 棄 物 処 理 系 系 統 概 要 図                （2 号炉）  

濃  縮  廃  液　系

使 用 済 樹 脂 系

雑固体系

原子炉冷却材浄化系　
　ろ過脱塩装置から

復水ろ過脱塩装置
　　　　　　　から

（可燃性雑固体廃棄物）

原子炉冷却材浄化系
粉末樹脂貯蔵槽

 可燃性固体廃棄物
 焼却炉

可燃性雑固体廃棄物
焼却炉

固　化　装　置
（セメント固化式）

固体廃棄物
貯　蔵　庫

固 型 化 処 理
（ﾓﾙﾀﾙ充填）

 *1  1号，2号，3号，4号及び5号炉共用

濃縮廃液貯蔵タンク

（廃液濃縮器から）

クラッド受けタンクから

原子炉冷却材浄化系
逆洗受タンク

燃料プール冷却浄化系
　　ろ過脱塩装置から

復水系逆洗受タンク

 燃料プール系
 粉末樹脂貯蔵槽

 復水系
 粉末樹脂貯蔵槽

復水脱塩装置から
機器ドレン
       脱塩装置から
床ドレン脱塩装置から

機器ドレン
       ろ過装置から
床ドレンろ過装置から

固　化　装　置
(セメント固化式)

フィルタ
スラッジ系

*1

*2

*2

*2

燃料プール系
逆洗受タンク

フィルタ逆洗受タンク

使用済制御棒
使用済燃料チャンネル
ボックス等　

燃料プール サイトバンカ

（不燃性雑固体廃棄物） 減　容　機
雑固体廃棄物
保　管　室

*2 *2

*2

雑固体廃棄物
溶融処理装置

*2

使用済樹脂貯蔵槽

 フィルタスラッジ
 貯蔵槽

 *2  1号，2号，3号，4号及び5号炉共用，既設
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第 4図     固 体 廃 棄 物 処 理 系 系 統 概 要 図                （3 号炉）  

濃  縮  廃  液　系

使 用 済 樹 脂 系

雑固体系 （可燃性雑固体廃棄物）

 可燃性固体廃棄物
 焼却炉

可燃性雑固体廃棄物
焼却炉

固　化　装　置
（セメント固化式）

固体廃棄物
貯　蔵　庫

固 型 化 処 理
 （ﾓﾙﾀﾙ充填）

*1  1号，2号，3号，4号及び5号炉共用

濃縮廃液貯蔵ﾀﾝｸ

（高電導度廃液
 　　　  濃縮装置から）

クラッド除去装置から

原子炉冷却材浄化系
逆洗受タンク

復水ろ過脱塩装置
逆洗受タンク

 復水浄化系
 使用済樹脂貯蔵槽

 原子炉浄化系
 使用済樹脂貯蔵槽

復水脱塩装置から
低電導度廃液

脱塩装置から
高電導度廃液

脱塩装置から

*1

*2

*2

*2

燃料プール冷却浄化系
逆洗受タンク

使用済制御棒
使用済燃料チャンネル
ボックス等　

燃料プール サイトバンカ

（不燃性雑固体廃棄物） 減　容　機
雑固体廃棄物
保　管　室

*2 *2

*2

雑固体廃棄物
溶融処理装置

*2

使用済樹脂受タンク

原子炉冷却材浄化系　
　ろ過脱塩装置から

復水ろ過脱塩装置
　　　　　　　から

燃料プール冷却浄化系
　　ろ過脱塩装置から

*2  1号，2号，3号，4号及び5号炉共用, 既設
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第 5図     固 体 廃 棄 物 処 理 系 系 統 概 要 図                （4 号炉）  

濃  縮  廃  液　系

使 用 済 樹 脂 系

雑固体系 （可燃性雑固体廃棄物）

 可燃性固体廃棄物
 焼却炉

可燃性雑固体廃棄物
焼却炉

固　化　装　置
（セメント固化式）

固体廃棄物
貯　蔵　庫

固 型 化 処 理
（ﾓﾙﾀﾙ充填）

 *1  1号，2号，3号，4号及び5号炉共用

濃縮廃液貯蔵タンク

（高電導度廃液
　　　　　濃縮装置から）

原子炉冷却材浄化系
逆洗受タンク

 復水浄化系
 使用済樹脂貯蔵槽

 原子炉浄化系
 使用済樹脂貯蔵槽

*1

*2

*2

*2

復水ろ過装置逆洗受タンク

使用済制御棒
使用済燃料チャンネル
ボックス等　

燃料プール サイトバンカ

（不燃性雑固体廃棄物） 減　容　機
雑固体廃棄物
保　管　室

*2 *2

*2

雑固体廃棄物
溶融処理装置

*2

復水ろ過装置から

原子炉冷却材浄化　
　ろ過脱塩装置から

燃料プール冷却浄化
　　ろ過脱塩装置から
低電導度廃液
　　　　ろ過装置から

復水脱塩装置から
低電導度廃液

脱塩装置から
高電導度廃液

脱塩装置から

 *2  1号，2号，3号，4号及び5号炉共用，既設
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第 6図     固 体 廃 棄 物 処 理 系 系 統 概 要 図                （5 号炉）  

濃  縮  廃  液

使 用 済 樹 脂
及び廃スラッジ

雑固体廃棄物

高電導度廃液系
　　　　　　　濃縮装置から

原子炉冷却材浄化系　
　ろ過脱塩装置から

燃料プール冷却浄化系
　　ろ過脱塩装置から

復水浄化系
　　  　　　復水ろ過装置から

低電導度廃液系
　　　　　　ろ過装置から

復水浄化系
　  復水脱塩装置から

低電導度廃液系
　　　 脱塩装置から

高電導度廃液系
　　　 脱塩装置から

（可燃性雑固体廃棄物）

（不燃性雑固体廃棄物）

  原子炉浄化系
  使用済樹脂貯蔵槽

 可燃性固体廃棄物
 焼却炉

可燃性雑固体廃棄物
焼却炉

減　容　機

燃料プール

固　化　装　置
（セメント固化式）

固体廃棄物
貯　蔵　庫

雑固体廃棄物
保　管　室

固 型 化 処 理
（ﾓﾙﾀﾙ充填）

サイトバンカ

*1  1号，2号，3号，4号及び5号炉共用

*2

濃縮廃液貯蔵ﾀﾝｸ

復水浄化系
使用済樹脂貯蔵タンク

雑固体廃棄物
溶融処理装置

*2

*2

*2 *2

*2

*2

*1

（使用済制御棒等）

*2  1号，2号，3号，4号及び5号炉共用，既設


